
回答入力前にご確認ください

 推奨するOS、ブラウザは以下の通りになります。
推奨OS：Windows10, Windows8.1

推奨ブラウザ：Internet Explorer11.0, Firefox 91.0, 

Google Chrome 92.0, Microsoft Edge 92.0

 お問い合わせの場合は、別途郵送にて送付しております資料記載の「お問い合わせ番号」をお知ら
せください。

お手数をおかけしますがご理解のほどよろしくお願い致します。
記入例は次のページから

Windows 10をご利用の方は
スタートボタン→「Windowsアクセサリ」から
Internet Explorerを起動できます。



工場・事業場名、所在地は、
所管の自治体が管理する
台帳を元に印字しています。

記入内容について後日問合せさせ
ていただく場合がありますので、
ご担当のお名前、電話番号等を
入力してください。

前回回答欄に印字されている産業分類番
号が正しくない場合、プルダウンから「×」を
選択してください
。

産業分類を追加する場合に
ご使用ください。

記入例 P1

記入例

特定施設全てを廃止している場合には５を選
択します （工場・事業場が稼働していても、
特定施設全てが廃止されている場合は５です
（４も同様））。



前ページの「事業場の稼働状況の質問について「01」
を選択されている場合は「次ページへ」ボタンをクリックし
てください。

「01」以外を選択された場合は「回答の
送信」ボタンをクリックしてください。

記入例 P2

記入例



記入例 P3

延床面積は建築物の総床面
積をおおよそでお書き下さい。

従業員数等は、通常
は常用者数です。

出荷額等は、住宅団地の
場合は記入不要です。

記入例



記入例 P4

用水量～未処理水量欄は、１日あたりの平均を記入します。
• 用水量は「使った水の量」全てです。上水道のみの場合は
水道メータの量です。

• 総排水量は「排出した水」全てです。
• 処理水量は「何らかの処理をして河川等に流した水量」です。
• 未処理水量は「何もせずに河川等に流した水量」です。

記入例

該当する処理方法を選択してくだ
さい。（複数選択可）



記入例 P5

R2.4.1～R3.3.31に測定し
た回数を記入して下さい。

ノルマルヘキサン抽出物質含有量は鉱油類と
動植物油脂類に分けて測定していない場合は、
鉱油類に記入してください。

大腸菌群数の単位にご注意ください。
例）500個/cm3の場合は0.5と記入します。なお、
cm3 （立方センチ）＝㎖（ミリリットル）です。

水素イオン濃度は複数回測定した内
の、 一番小さな値を下限値へ、 一番
大きな値を上限値へ記入します。その
他の項目は複数回測定した場合は
その平均値を記入します。

ND、下限値未満の場合は
プルダウンから選択します。

記入例



記入例 P6

記入例

有害物質の製造、使用または処理をしている事業者様
は「次ページへ」ボタンをクリックしてください。

有害物質の製造、使用または処理をしてい
ない事業者様は「回答の送信」ボタンをク
リックしてください。



記入例 P7

R2.4.1～R3.3.31に測定し
た回数を記入して下さい。

排出方法で「1:公共用水域」を選択してい
る場合、排水濃度が入力可能になります。
（複数選択可）

ご注意ください！
7ページの濃度は複数回測定した場合は
最大値を入力します。
（5ページの濃度については水素イオン 濃
度を除き、平均値を入力します。）

記入例



記入例 P8

記入例

「回答の送信」ボタンをクリックしてください。



回答の送信方法等について

 各種入力欄の記入が終わりましたら「次ページへ」ボタンまたは「入力をチェック」ボタンをクリックして
ください。

 エラーが表示される場合、エラー内容をご確認いただき修正をお願いします。エラーが無い場合、
「次ページへ」ボタンクリックの場合次ページへ画面遷移しますので、引き続きご回答をお願いします。
「入力をチェック」ボタンをクリックした場合、以下の画面が表示されますので、 「次ページへ」ボタンを
クリック願います。

 該当項目の記入が終わりましたら、「回答の送信」ボタンをクリックして回答内容を送信してください。

 回答送信が正常に終わりますと、下図のような画面に切り替わります。
また、メールアドレスを登録された方には、受付結果がメールで送信されます。



回答の受付状況を確認するには…

 政府統計オンライン調査総合窓口 https://www.e-survey.go.jp/ にアクセスし、調査対象
者IDとパスワードを入れてログインします。

 「調査票の一覧」画面で状況欄が「回答済」になっていれば、回答は受け付けられています。

 提出期限までの間、回答は何度でも修正して再提出できます。

回答内容を一時保存するには…

 画面の「回答の一時保存」ボタンをクリックしてください。

 以下のメッセージが表示されるので「OK」ボタンをクリックしてください。

 回答が一時保存されます。

 一時保存した回答を呼びだす際には、「一時保存した回答の取得」ボタンをクリックしてください。

https://www.e-survey.go.jp/


回答の受付状況を確認するには…

送信または一時保存した回答内容をダウンロードするには…

 状況列の「回答済」または「保存済」をクリックしてください。

 「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

 ダウンロードファイル形式、およびダウンロード対象ファイルを選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックして
ください。

 ダウンロードが開始されます。
※PDFファイルを選択された場合、入力文字数によっては縮小されて表示される場合がございます。
その場合は誠に申し訳ございませんが、Excel形式でダウンロードいただくようお願いいたします。
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